
平成30年４月 教育委員会 

定例会 会議録 

 

１ 日 時 

        開 会  平成30年４月26日(木) 16時00分 

        閉 会  平成30年４月26日(木) 16時20分 

 

２ 場 所 

        市役所第２庁舎 会議室１  

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

        なし 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        教育部参与      櫻 井 貴 志 

        学校教育課長     安 藤   隆 

        指導室参事      永 井   修 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       竹 迫 知 美 

        食育センター所長   代 田 顕 靖 

        大滝教育事務所長   西 藤   毅 

        大滝教育事務所参事  松 本 佳 史 

         

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

    教育長 影 山  則 

    委 員 岩 本 秀 一  
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開 会 （16時00分） 

 

◎影山教育長 

 ただいまから、平成30年４月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は、岩本委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は、お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は、議案第１号と報告第１号の２案件です。 

お手元に配付した議事日程のとおり進め、その後、各課からの事業報告を受けてまいり

ます。 

なお、報告第１号につきましては人事に関する案件ですので、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第14条第７項の規定により非公開として進めたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 それでは、議案第１号について、学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎安藤学校教育課長 

それでは、議案第１号「伊達市立学校管理規則の一部を改正する規則」について、ご説

明いたします。資料は１ページから３ページまでです。 

この管理規則の一部改正については、北海道立学校管理規則の一部が改正されたことを

受け、伊達市立学校管理規則の一部を改正するものです。 

改正内容の１点目の第 19 条につきましては、「営利企業への従事等」を定めた条項であ

り、第２項で「職員の営利企業への従事等を行うことの許可は、教育長が行う。」となって

おりましたが、資料３ページの新旧対照表の改正案に記載のとおり、ただし書きが追加さ

れ、営利企業への従事等に関する教育長の許可の権限の一部を校長に移譲するという改正

であります。 

改正内容の２点目の第 20 条につきましては、「教育に関する兼職等」を定めた条項であ

り、「教育に関する兼職等の承認は、教育長が行う。」となっていたところですが、先ほど

同様、資料３ページの新旧対象表の改正案に記載のとおり、ただし書きが追加され、教育

に関する兼職等のうち、市に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員

の職を兼ねることの承認は校長が行う。という改正であります。以上、議案第１号「伊達

市立学校管理規則の一部を改正する規則」の説明となります。 

◎影山教育長 

 議案第１号について、質疑はございませんか。 

◎早瀬委員 

 例えば、どのような場合を想定しておりますか。 

◎安藤学校教育課長 

 例えば、兼職では農業従事の事例が多くあり、営利企業では不動産賃貸の事例が多くあ

ります。 

◎影山教育長 

 教育職の場合は、参考書や受験用の問題集の執筆、辞書の編纂の依頼を受ける場合があ

ります。 

◎早瀬委員 
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 今回改正された校長が判断する場合はどのようなことが想定されますのか。 

◎櫻井教育部参与 

 町に塾がない場合や所得が少なく塾に通えない方などを想定していることと思われます。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第１号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第１号については、原案のとおり承認されました。 

 

報告第１号の非公開案件は，受理される。 

 

◎影山教育長 

次に、各課からの事業報告があります。 

〔各課から事業報告を行った。〕 

◎影山教育長 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、平成30年４月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （16時20分） 



 

平成30年５月 教育委員会 

定例会 会議録 

 

１ 日 時 

        開 会  平成30年５月24日(木) 16時20分 

        閉 会  平成30年５月24日(木) 16時41分 

 

２ 場 所 

 

        まなびの里サッカー場研修棟 会議室  

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

委 員  平 田 賢 弘 

 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        教育部参与      櫻 井 貴 志 

        学校教育課長     安 藤   隆 

        指導室参事      永 井   修 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       竹 迫 知 美 

        食育センター所長   代 田 顕 靖 

         

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

    教育長 影 山  則 

    委 員 菊 地 裕 子  
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開 会 （16時20分） 

 

◎影山教育長 

 ただいまから、平成30年５月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 平田委員から欠席する旨の連絡がありましたので、ご報告いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は、菊地委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は、お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は、議案第１号から議案第６号までの、以上６案件です。 

お手元に配付した議事日程のとおり進め、その後、各課からの事業報告を受けてまいり

ます。 

なお、議案第１号及び議案第４号、議案第５号につきましては人事に関する案件ですの

で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第７項の規定により非公開として進

めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議案第１号の非公開案件は，原案のとおり承認される。 

 

◎影山教育長 

それでは、議案第２号について、指導室参事から提案理由を説明いたします。 

◎永井指導室参事 

議案書は３ページから４ページとなります。 

 ６月７日に開催を予定しています、伊達市特別支援教育推進委員会の会議において、「平

成 31 年度就学予定学齢児童生徒の適正就学並びに平成 30 年度特別支援学級在籍児童生徒

の適正就学に関わる見通し等について」といたしまして、教育委員会から伊達市特別支援

教育推進委員会に諮問するものです。 

 なお、この諮問に対する結果につきましては、12 月の定例の教育委員会にて答申の報告

をする流れになっています。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第２号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第２号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第２号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第３号について、学校教育課長、指導室参事からそれぞれ提案理由を説

明いたします。 

◎安藤学校教育課長 

議案書は、８ページをご覧ください。 

「東小学校暖房設備改修工事」については、平成 30 年３月の教育委員会定例会において

ご報告いたしましたが、本改修工事は、国の補正予算に採択され、本年３月に開催された
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第１回伊達市議会定例会にて、平成 29 年度一般会計補正予算において予算措置をしたとこ

ろであります。平成 30 年度当初予算と二重計上となっておりますことから、今回６月に開

催される平成 30 年第２回伊達市議会定例会において、本改修工事にかかる経費の全額を減

額補正するというものであります。説明は以上です。 

◎永井指導室参事 

議案書は、７ページをご覧ください。 

この度、北海道教育委員会より「平成30年度スクールソーシャルワーカー活用事業」の

実施について通知があったことから、現在市で任用している「不登校訪問アドバイザー」

にスクールソーシャルワーカーの機能を持たせ、不登校やいじめ等の問題行動に対応して

いきたいと考え、２名の申請を行ったところ、１名分の委託を受けたことから、この受託

事業収入として465千円の歳入について補正を行うものです。 

これに伴い、会議等への参加旅費として52千円、需用費として20千円、合計72千円の歳

出に係る補正を行うものです。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第３号について、質疑はございませんか。 

◎早瀬委員 

 スクールソーシャルワーカーとは資格の名前ですか。 

◎永井指導室参事 

 資格の名前ではなく役割の名称となっております。今までは不登校訪問アドバイザーと

して、不登校に限られておりましたが、ソーシャルワーカーは学校だけで対応が困難な場

合があり、家庭環境等に対応していくため、関係機関と調整や連携を図る役割になってお

ります。 

◎早瀬委員 

 対象者は決定しておりますか。 

◎永井指導室参事 

 不登校訪問アドバイザーの２名をそのままスクールソーシャルワーカーとして任用し、

そのうち１名分の人件費を北海道から支出いただくこととなります。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第３号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第３号については、原案のとおり承認されました。 

 

議案第４号の非公開案件は，原案のとおり承認される。 

 

議案第５号の非公開案件は，原案のとおり承認される。 

 

◎影山教育長 
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それでは、議案第６号について、図書館長から提案理由を説明いたします。 

◎竹迫図書館長 

 議案第６号「伊達市立図書館運営基本方針（案）について」ご説明いたします。こちら

については、先月の教育委員会委員協議会で協議後、変更点はありません。 

方針策定の目的としましては、現在の人口減少や少子高齢化の中で、図書館の役割を明

確化し、今後図書館が担うべき機能をより効果的、効率的に推進するため、市民や読書推

進関係団体からの意見を踏まえて図書館の基本的な運営方針を策定するものです。 

 今後の日程につきましては、本日の教育委員会定例会で承認後、６月８日に市議会に情

報提供を行い、７月 11 日からパブリックコメントを１月間行い、８月下旬から９月上旬ま

で策定、告示を行います。その後、９月の教育委員会定例会で報告したいと考えておりま

す。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第６号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第６号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第６号については、原案のとおり承認されました。 

次に、各課からの事業報告があります。 

〔各課から事業報告を行った。〕 

◎影山教育長 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、平成30年５月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （16時41分） 



 

平成30年６月 教育委員会 

定例会 会議録 

 

１ 日 時 

        開 会  平成30年６月21日(木) 16時35分 

        閉 会  平成30年６月21日(木) 16時50分 

 

２ 場 所 

 

        市役所２階 会議室Ａ・Ｂ 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  岩 本 秀 一 

委 員  平 田 賢 弘 

 

４ 欠席した委員の氏名 

        なし 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        教育部参与      櫻 井 貴 志 

        学校教育課長     安 藤   隆 

        指導室参事      永 井   修 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       竹 迫 知 美 

        食育センター所長   代 田 顕 靖 

        大滝教育事務所長   西 藤   毅 

         

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

    教育長 影 山  則 

    委 員 平 田 賢 弘  
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開 会 （16時35分） 

◎影山教育長 

 ただいまから、平成30年６月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は、平田委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は、お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は、議案第１号から議案第３号までの、以上３案件です。 

お手元に配付した議事日程のとおり進め、その後、各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

なお、議案第１号及び議案第２号につきましては人事に関する案件ですので、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第14条第７項の規定により非公開として進めたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議案第１号の非公開案件は，原案のとおり承認される。 

 

議案第２号の非公開案件は，原案のとおり承認される。 

 

◎影山教育長 

それでは、議案第３号について、大滝教育事務所長から提案理由を説明いたします。 

◎西藤大滝教育事務所長 

議案書は、７ページをご覧ください。議案第３号「平成 30 年度伊達市一般会計補正予算

（教育費関係予算）について」説明いたします。７月６日開催予定の第２回市議会臨時会

において補正予算の議案を上程するため提案するものです。 

内容につきましては、隔年で実施しておりますレイクカウチン町への中学生派遣事業に

ついて、当初予算において予算計上しておりましたが、航空機燃料サーチャージの増およ

び原油高騰による現地交通費の増、ホテル変更によるホテル代の増、旅行保険料の見直し

を行ったことによる増により、一人当たり 38,000 円の増となりました。参加人数は引率教

諭や随行職員、生徒 10 名分を合わせた 16 名となり、全部で 608 千円が当初予算から不足

することから補正予算を計上するものです。 

日程につきましては 10 月９日から 10 月 16 日までの７泊８日となっております。説明は

以上です。 

◎影山教育長 

 議案第３号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第３号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第３号については、原案のとおり承認されました。 

次に、各課からの事業報告があります。 

〔各課から事業報告を行った。〕 
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◎影山教育長 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、平成30年６月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

閉 会 （16時50分） 



 

平成30年７月 教育委員会 

定例会 会議録 

 

１ 日 時 

        開 会  平成30年７月26日(木) 16時00分 

        閉 会  平成30年７月26日(木) 16時15分 

 

２ 場 所 

 

        市役所第２庁舎 会議室１ 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

委 員  平 田 賢 弘 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        教育部参与      櫻 井 貴 志 

        学校教育課長     安 藤   隆 

        指導室参事      永 井   修 

        図書館長       竹 迫 知 美 

         

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

    教育長 影 山  則 

    委 員 早 瀬 芳 宏  
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開 会 （16時00分） 

◎影山教育長 

 ただいまから、平成30年７月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 平田委員から欠席する旨の連絡ありましたので、ご報告いたします。 

本定例会の会議録署名委員は、早瀬委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は、お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は、議案第１号から報告第１号までの、以上２案件です。 

お手元に配付した議事日程のとおり進め、その後、各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

 それでは、議案第１号について、教育部長から提案理由を説明いたします。 

◎金子教育部長 

議案第１号「史跡北黄金貝塚公園における体験学習等に関する要綱」についてご説明い

たします。資料は、議案書１ページから２ページとなります。２ぺージをご覧ください。 

本要綱は北黄金貝塚の体験メニューと解説サービスの料金を定めるものです。これまで

は内規で定めておりましたが、一部のメニューを増やすため改正をしようとしたところ、

教育委員会に諮り制定することが適切だと判断したことから、改めて制定するものです。

メニューを増やす以外は、これまでの運用に変更はありません。施行日は平成 30 年８月１

日としております。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第１号について、質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 メニューが増えたのは、まが玉づくりだけですか。 

◎金子教育部長 

 そのとおりです。 

◎早瀬委員 

 解説サービスは 45 名までになっておりますが、それ以上の場合は解説員を２名にすると

いうことですか。 

◎金子教育部長 

 ほとんどの場合は１学級 40 人で、担任を加えるとそれ以下の人数になります。それ以上

の場合は１名では対応できないため解説員を増員することになります。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第１号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第１号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、報告第１号について、学校教育課長から説明をお願いいたします。 

◎安藤学校教育課長 

報告第１号「臨時代理の報告（平成 30 年度伊達市一般会計補正予算（教育費関係予算）
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について）」ご説明いたします。議案書は３ページから４ページです。 

「伊達市公立高等学校あり方検討員会経費」に係る予算の補正については、先の６月 21

日に開催した「伊達市総合教育会議」において、道教委が示した「公立高等学校配置計画

（案）」に対し協議した結果を受けて、あり方検討委員会を急遽、設置することといたしま

した。そのため、事前に教育委員会定例会にお諮りすることができませんでしたので、臨

時代理の報告をするものであります。 

本経費については、議案書４ページに記載のとおり、委員に対する謝礼金や傷害保険料

などで、総額 19 万円となっております。以上、報告第１号臨時代理の報告となります。 

◎影山教育長 

 報告第１号について、質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 委員構成は決まっていますか。 

◎安藤学校教育課長 

 委員構成としましては、学識経験者２名、高等学校長３名、校長会より２名、それぞれ

の高等学校ＰＴＡから１名ずつの計２名、市Ｐ連より２名、自治会関係では連合自治会、

稀府地区、中央地区自治会よりそれぞれ１名ずつの３名、経済界より青年会議所より１名、

市民代表ということでみらい会議より２名となっております。委員は合計 17 名で実施して

いきたいと考えております。 

◎菊地委員 

 会議のスケジュールはどうなっておりますか。 

◎安藤学校教育課長 

 会議は全部で５回予定しており、最後の会議は 12 月を予定しております。ただ、会議の

進行によっては、その前に終わる場合があります。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 報告第１号については、報告として受理することとします。 

次に、各課からの事業報告があります。 

〔各課から事業報告を行った。〕 

◎影山教育長 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、平成30年７月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （16時15分） 



 

平成30年８月 教育委員会 

定例会 会議録 

 

１ 日 時 

        開 会  平成30年８月９日(木) 16時00分 

        閉 会  平成30年８月９日(木) 16時50分 

 

２ 場 所 

 

        市役所第２庁舎 会議室１ 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        教育部参与      櫻 井 貴 志 

        学校教育課長     安 藤   隆 

        指導室参事      永 井   修 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       竹 迫 知 美 

         

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

    教育長 影 山  則 

    委 員 岩 本 秀 一  
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開 会 （16時00分） 

◎影山教育長 

 ただいまから、平成30年８月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は、岩本委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は、お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は、議案第１号から報告第１号、および本日追加されました議案

第９号までの、以上10案件です。 

お手元に配付した議事日程のとおり進め、その後、各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

なお、報告第１号につきましては、人事に関する案件ですので、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第14条第７項の規定により非公開として進めたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

◎影山教育長 

 それでは、議案第１号について、学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎安藤学校教育課長 

議案第１号「伊達市立学校設置条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。

本条例の改正する理由の１点目につきましては、平成 31 年４月 1日開校予定の大滝徳舜瞥

学校の設置に伴い、大滝小学校と大滝中学校のそれぞれを廃止し、新たに伊達市立義務教

育学校として大滝徳舜瞥学校を定める改正であります。 

２点目につきましては、伊達市立小学校のうち、平成 32 年４月１日付けで東小学校と統

合する予定の黄金小学校の規定を削るという改正であります。 

３点目につきましては、義務教育学校設置に伴い、それぞれ関連する３本の条例の文言

修正が必要になったことから改正するものです。改正の詳細につきましては、４ページ以

降の新旧対照表のとおりです。以上、議案第１号の説明となります。 

◎影山教育長 

 議案第１号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第１号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第１号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第２号について、指導室参事から提案理由を説明いたします。 

◎永井指導室参事 

議案第２号「平成 30 年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」への市町村別

結果の掲載同意について」をご説明いたします。議案書７ページと、別冊でお配りいたし

ました資料となります。 

 このことについて、道教委より、平成 30 年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領

に基づき一層きめ細かく分かりやすい調査結果を示す観点から、昨年度同様、市町村教育

委員会の同意を前提として、11 月を目処に公表を予定している平成 30 年度全国学力・学
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習状況調査「北海道版結果報告書」に、市町村の結果を掲載し公表することとした旨の通

知が７月２日付でありました。 

つきましては、道教委が作成する平成 30 年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報

告書」に当市の結果資料を掲載することについて、伊達市教育委員会としては「同意する」

旨の回答でよろしいか、ご審議願います。 

なお、集計結果の速報について、本日参考資料として別冊で配布させていただいており

ますが、詳細の集計値については、９月の教育委員会の中でご報告できる予定ですので、

ご了承ください。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第２号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第２号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第２号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第３号について、指導室参事から提案理由を説明いたします。 

◎永井指導室参事 

議案第３号「伊達市いじめ重大事態調査委員会規則の一部を改正する規則」についてご

説明いたします。議案書は８ページから 10 ページまでです。議案書 10 ページをご覧くだ

さい。 

 今回の改正につきましては、伊達市いじめ重大事態調査委員会の第３者委員会としての

立場を強めるため、同委員会の委員から教育長を除いたうえで、これに伴う文言の修正等

を行うものです。 

まず、第３条の組織についてでございます。第３条では、組織について、現行の規則で

は委員の中に教育長を含めておりましたが、より公正性・中立性が確保された組織が客観

的な事実認定を行うことができるよう、委員から教育長を削除し、弁護士や心理・福祉関

係の専門家等、専門的な知識や経験を有する第三者のみで組織するものとしたいと考えて

おります。 

 それに伴い、第５条「委員長及び副委員長」についても、委員長は、委員の互選により

選出することとしております。 

 第６条の会議については、最初の会議のみ教育長が招集することと追記しております。 

 会議の公開等について、現行では第11条において記載しておりましたが、第６条に含め

ることとしております。 

 第８条、調査結果の報告についても、委員構成の変更に伴い、結果の報告先を市長から

教育委員会に変更しております。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第３号について、質疑はございませんか。 

◎早瀬委員 

 伊達市独自での改正になりますか。それとも全国的な流れでの改正になりますか。 

◎永井指導室参事 
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 前回は即座に対応するために教育長を委員に加えておりましたが、この度、市長部局に

おいて、再調査委員会の条例が制定にむけ準備しているため、そちらの第３者委員会との

構成に併せて見直しを図ったものであります。 

◎岩本委員 

 外部から指摘を受けて改正するのではなく、内部において調整したものだということで

すか。 

◎永井指導室参事 

 そのとおりです。 

◎早瀬委員 

 報告先を市長から教育委員会へ変える必要があったのですか。 

◎永井指導室参事 

 教育長が委員に入っておりましたので、教育委員会への報告を省略させていただいてお

りましたが、今回は第３者委員会となるため教育委員会へ報告するものといたしました。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第３号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第３号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第４号について、指導室参事から提案理由を説明いたします。 

◎永井指導室参事 

議案第４号「伊達市教育委員会が設置する委員会等の委員等の報酬に関する規則の一部

を改正する規則」についてご説明いたします。議案書は 12 ページと 13 ページとなります。 

今回の改正につきましては、「伊達市いじめ重大事態調査委員会」の委員報酬額を伊達

市の「非常勤特別職職員の報酬に関する条例」別表の附属機関の会長又は委員長及び委員

の報酬額に合わせるもので、委員長を6,000円、委員を5,600円とするものです。 

主な改正の理由といたしましては、現在市長部局におきまして、いじめ重大事態調査委

員会の結果を受けて再調査を行う場合の組織「いじめ重大事態再調査委員会」の設置に向

けて準備を進めているところでございますが、そちらの報酬額についても「非常勤特別職

職員の報酬に関する条例」別表の附属機関の会長又は委員長及び委員の報酬額となる予定

となっていることから、見直しを図ったものです。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第４号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第４号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 



 - 4 - 

 議案第４号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第５号について、学校教育課長および生涯学習課長から提案理由を説明

いたします。 

◎安藤学校教育課長 

 議案第５号「平成 30 年度伊達市一般会計補正予算（教育費関係予算）について」でござ

います。議案書は 15 ページから 26 ページまでとなります。その内、学校教育課関連の補

正予算につきましては 17 ページと 18 ページになります。 

 まず、17 ページをご覧ください。「学校施設ブロック塀・焼却炉調査撤去事業」からご

説明いたします。本事業は、６月 18 日の大阪北部地震で学校に設置しているブロック塀が

倒壊した事故を受け、市内学校施設のブロック塀の設置状況を点検したところ、長和小学

校、関内小学校、稀府小学校、黄金小学校においてブロック塀が確認されたことから、撤

去作業を行うものであります。なお、この全てのブロック塀については、建築基準法に基

づく点検を行いましたが、倒壊・損壊する危険性が低いものでありますが、市教委としま

しては子どもたちが安全・安心な教育環境を確保する観点から、解体撤去するものであり

ます。また、一部のブロック塀の周囲には使用していない焼却炉もあることから、ブロッ

ク塀に囲まれていない焼却炉も併せて撤去するため、有害物質の成分分析調査を行うもの

です。従いまして、補正予算の内容につきましては、成分分析業務委託料が 4,535 千円、

ブロック塀等撤去工事費が2,748千円、合計7,283千円を補正する内容となっております。 

 次に、18 ページの「光陵中学校暖房設備改修実施設計業務委託料」についてです。本事

業は光陵中学校に設置している温水ボイラーは平成８年から使用し、20 年以上が経過して

おります。また、燃焼部の温度が設定温度まで上がらず暖房能力が落ちており、温水配管

自体も劣化腐食も進行している状況から、今年度は暖房機器の改修に向けた実施設計を業

務委託するものです。 

今回の補正に至った経緯としましては、工事の施工上、作業期間を要するため今年度中

に実施設計を行い、改修工事を平成 31 年度冬季に間に合うようにするためであります。補

正の内容につきましては、実施設計業務委託料 2,700 千円を補正する内容となっておりま

す。以上で学校教育課関連の説明といたします。 

◎山根生涯学習課長 

 社会教育費関連についてご説明いたします。議案書は 19 ページをご覧ください。「国庫

補助金返還金」についてです。内容につきましては、平成 29 年度の放課後児童対策事業に

おいて、補助金を受けておりましたが、予定より実績が少なかったことから、余剰分を返

還する予算になっております。受入済額 25,303 千円に対しまして、実績額 22,142 千円と

いうことで、差額の 3,161 千円返還する予算を補正するものです。 

 続きまして、議案書 20 ページをご覧ください。当初予算で予算化されております「芸術

文化振興事業」のうち、３市合同で行っている事業が公益財団法人北海道市町村振興協会

のいきいきふるさと推進事業に申請したところ、各市それぞれ 50 万円の助成金の決定した

ことから、歳出予算額の変更はありませんが、財源振替の補正を行うものです。 

続きまして、議案書 21 ページをご覧ください。こちらも同様でございまして、当初予算

において一般財源で考えておりましたが、いきいきふるさと推進事業の申請をしていたと

ころ、1,000 千円の補助金の内定があったことから、財源振替の補正を行うものです。 

議案書 22 ページをご覧ください。だて歴史文化ミュージアムの特別展開催準備経費とな

ります。来年４月から開館時の記念特別展として、フランク・シャーマンコレクション展
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を本館と宮尾登美子記念アートホールにおいて同時開催を予定しております。こちらを行

うための本年度中に行う準備経費を補正するものです。内容としましては記載のとおりで

す。主なところを説明しますと、美術系学芸員がいないため、実際に展示する際に絵画の

取扱いに慣れた方に依頼する経費、あるいはポスター等の印刷経費、２月から準備を行っ

ていくための燃料費、光熱水費、その他に新聞広告等で宣伝するための新聞広告料、専門

業者に展示プラン作成委託費、アートビレッジから運ぶために箱型のレンタカー賃貸借料

も併せて、2,033 千円を見込んでおります。 

議案書 24 ページと 25 ページになりますが、本日お配りした資料をご覧ください。こち

らは「だて歴史文化ミュージアム運営管理費」の補正予算です。内容は「本館」と「宮尾

登美子アートホール」に分かれております。こちらにつきましては、来年４月にオープン

するだて歴史文化ミュージアムの開館までにかかる準備として、本館と宮尾アートホール

で使用する備品や展示準備に必要な物、当初予算では上半期分までの光熱水費しか計上し

ていなかったため、10 月以降の光熱水費を計上しております。消耗品費は 677 千円、印刷

製本費としてポスターやパンフレットで1,301千円、光熱水費のうち電気料は7,000千円、

通信運搬費としてセコムなども使用しますので電話料 35 千円、パンフレットは４ヶ国語の

翻訳もすることとしておりますので、その翻訳料として 330 千円、機械警備委託料、収蔵

庫の殺虫・殺菌委託料等で 2,782 千円、バリケード賃借料や看板賃借料で 197 千円、その

他に施設で使用する備品類で 16,048 千円となっており、合計 28,370 千円となっておりま

す。続いて宮尾登美子アートホール分の備品購入費ですが、2,950 千円となっており、詳

細は記載のとおりとなっております。 

議案書 26 ページをご覧ください。「宮尾登美子記念アートホール改修工事」については、

当初予算で実施設計を計上しておりましたが、実施設計も終了したことから、工事に係る

経費について補正予算を計上するものです。工事については、建築工事と電気工事に分け

て発注する予定でございます。総額 29,916 千円となっております。改修箇所の主なところ

は、屋上防水工事、内壁をフラット化する改修工事、いろいろな展示物に対応するために

天井にレールを二重に引いて、いろいろな角度で照明できるように改修するものです。そ

の他として、外壁改修工事や搬入口の開口部を改修する予定となっております。説明は以

上です。 

◎影山教育長 

 議案第５号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第５号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第５号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第６号について、教育部長から提案理由を説明いたします。 

◎金子教育部長 

 それでは、議案第６号について説明いたします。 

 議案は 27 ページと別紙資料「学校給食における食物アレルギー対応基本方針（案）」と

本日配付しました資料１から資料３までになります。別紙資料の「はじめに」をご覧くだ
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さい。 

 「はじめに」のページでは、本年１月から稼働しております「だて歴史の杜食育センタ

ー」において、食物アレルギー原因物質の混入を防ぐ「食物アレルギー対応食調理ライン」

を整備しており、100 食の食物アレルギー代替食の調理機能を有しております。今までは、

原因物質の除去食と牛乳を麦茶に変更する代替のみを行っておりましたが、本年 10 月１日

より本格的な代替食の提供を始めることとしました。 

 提供するにあたり、市内のすべての義務教育諸学校で足並みをそろえた食物アレルギー

対応が推進され、全ての児童生徒が給食時間を安全にかつ楽しく過ごすために、伊達市に

おける食物アレルギー対応に関する基本方針を定めるものであると書かれています。 

 １ページをお開き下さい。学校給食における食物アレルギー対応の原則として６項目を

掲げています。１項目目では安全性を最優先とすること。２項目目では、各学校にアレル

ギー対応委員会等を設置し、組織的に対応すること。３項目目では、アレルギー対応を希

望する児童生徒の保護者は、医師の診断による「学校生活管理指導表」の提出を義務付け

それに基づいて対応すること。４項目目では原因食物の完全除去対応（提供するかしない

か）で実施すること。５項目目では、食育センターの施設設備や人員等に見合った対応を

おこない過度に複雑な対応は行わないこと。６項目目では、市教委は教職員を対象に研修

会を開催するなどの支援を行うこととしています。 

 ２ページをお開き下さい。このページでは、保護者と学校の役割を示しています。保護

者は、原則でも書いておりましたが、医師の診断による「学校生活管理指導表」を提出し、

また、児童生徒の症状に変化が生じたときは速やかに学校に報告することとしており、学

校では、「学校生活管理指導表」を基に保護者と協議を行い、児童生徒個々に応じたきめ細

かい配慮と周知を図り、「校内アレルギー対応委員会」を設置し組織的な対応をし、代替食、

除去食の確認を行って提供し、緊急時のために「食物アレルギー緊急時対応マニュアル」

を作成することとしています。 

 ３ページをお開き下さい。このページでは、食育センターの対応を示しています。栄養

教諭は保護者を含めた面談を行い、食物アレルギー対応した献立表を作成し、ＳＰＣ（運

営企業）は、それに基づいて給食を安全に提供するために調理工程表、作業動線図を作成

し、具体的な調理、配膳作業を管理することとしており、食育センター所長は、児童生徒

の実態を把握し、市教委及びＳＰＣと情報を密に共有し、各学校との連絡調整を図ること

としております。 

 ４ページをお開き下さい。市における食物アレルギー対応方法は、４レベルとしており、

レベル１では食物アレルギー対応が必要な児童生徒の保護者と学校に原材料名を詳細に期

した献立表を提供し内容の確認をしていただくこととしており、レベル２では原因物質の

除去や代替食の調理が困難な場合に、その献立に対して一部を弁当持参していただく場合

や、アレルゲンが複数あり給食の提供が困難な場合に全て弁当を持参していただくなどの

弁当対応としております。レベル３では、原因食物を給食から除いて提供する除去食対応、

レベル４では除去した食物に対して、別の食材で代替した給食を提供する代替食対応とし

ております。 

 以上が「学校給食における食物アレルギー対応基本方針」となりますが、食物アレルギ

ー対応するために、まだ作成途中ではありますが、素案としてお配りしております「学校

給食における食物アレルギー対応の手引き」で、さらに詳細な内容を示し、安全、安心な

食物アレルギー対応を実施するものです。以上で説明を終わります。 
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◎影山教育長 

 議案第６号について、質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 レベル１からレベル４までは誰が決定しますか。 

◎金子教育部長 

 学校と保護者、栄養教諭が一緒に面談し、その中でどのような対応をしていくか決定し

ます。 

◎岩本委員 

 レベルが上がると悪くなるイメージがありますが…。 

◎金子教育部長 

 そういうわけではありません。北海道や厚労省と同様な記載をしています。 

◎早瀬委員 

 アレルギーの割合はどのくらいになりますか。 

◎金子教育部長 

 現在、3,000 人に給食を提供していますが、約 50 名となっております。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第６号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第６号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第７号について、生涯学習課長から提案理由を説明いたします。 

◎山根生涯学習課長 

 議案書は 29 ページをご覧ください。「伊達市教育委員会職員職名規則等の一部を改正す

る等の規則」についてですが、同一の事由により、３本の規則を改廃するものです。事由

としましては、９月末日に閉館する宮尾登美子文学記念館廃止に伴う改正であります。 

第１条につきましては、伊達市教育委員会職員職名規則から、宮尾登美子文学記念館・

地域文化館長を削る改正となっております。 

第２条につきましては、伊達市教育委員会行政組織規則において、宮尾登美子文学記念

館・地域文化館を削るという内容であります。なお、字句の修正として併せて「副参事」

を削るものです。 

第３条につきましては、宮尾登美子文学記念館・地域文化館条例施行規則について 10

月１日をもって廃止するものです。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第７号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第７号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第７号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第８号について、生涯学習課長から提案理由を説明いたします。 

◎山根生涯学習課長 

 議案書は 33 ページをご覧ください。「伊達市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する

訓令」でございます。こちらの事由につきましては、宮尾登美子文学記念館の廃止に伴い

まして、必要なくなった条文を削除するものです。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第８号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第８号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第８号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第９号について、指導室参事から提案理由を説明いたします。 

◎永井指導室参事 

議案第９号「平成 31 年度から使用する小学校教科用図書及び中学校用教科用図書の採択

について」、ご説明いたします。 

このことについては、平成30年度教科用図書第10採択地区教育委員会協議会におきまし

て協議され、選定されました結果を基に、各市町教育委員会において採択することとなっ

ております。 

まず、平成31年度から使用する小学校教科用図書についてでございますが、平成26年度

の調査委員会報告資料並びに選定理由をもとに、継続して国語は光村図書、書写は光村図

書、社会は教育出版、地図は帝国書院、算数は東京書籍、理科は東京書籍、生活は教育出

版、音楽は教育出版、図画工作は日本文教出版、家庭は開隆堂、保健は東京書籍が選定さ

れました。 

続いて、平成31年度使用中学校用「特別の教科 道徳」教科用図書については、平成31

年度から使用する中学校用特別の教科、道徳の教科用図書の発行者が光村図書出版という

ことで選定されました。 

これらの選定結果を基に、協議会規約第２条第２項及び無償措置に関する法律施行令第

14条により、選定された中学校用「特別の教科 道徳」の教科用図書及び小学校用教科用

図書の採択について、よろしくお願いいたします。 

なお、「教科用図書第10採択地区教育委員会協議会議事録等の公表について」は、事務局

である白老町より「選定結果」「協議会議事録」「調査研究報告書」を掲載した白老町ホー

ムページの第10採択地区ＵＲＬが通知されますので、第10採択地区の各市町教育委員会は

採択結果の公表ホームページに通知されたＵＲＬを関連リンクさせて公表することとなっ

ております。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第９号について、質疑はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第９号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第９号については、原案のとおり承認されました。 

 

報告第１号の非公開案件は，受理される。 

 

◎影山教育長 

次に、各課からの事業報告があります。 

〔各課から事業報告を行った。〕 

◎影山教育長 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、平成30年８月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （16時50分） 



平成30年８月 教育委員会 

臨時会 会議録 

 

１ 日 時 

        開 会  平成30年８月30日(木) 16時00分 

        閉 会  平成30年８月30日(木) 16時06分 

 

２ 場 所 

 

        市役所第２庁舎 会議室１ 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        教育部参与      櫻 井 貴 志 

        学校教育課長     安 藤   隆 

        指導室参事      永 井   修 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       竹 迫 知 美 

         

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

    教育長 影 山  則 

委 員 平 田 賢 弘 
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開 会 （16時00分） 

◎影山教育長 

 ただいまから、平成30年８月伊達市教育委員会・臨時会を開会いたします。 

 本臨時会の会議録署名委員は、平田委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は、お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は、議案第１号の１案件のみです。 

 それでは、議案第１号について、指導室参事から提案理由を説明いたします。 

◎永井指導室参事 

議案第１号「北海道第 10 採択地区教科用図書採択地区の構成市町の変更について」ご説

明いたします。 

 教科書の採択については、市郡を単位として採択地区を設定することとなっております。 

 北海道においては、23 の採択地区があり、現在伊達市は、苫小牧市、室蘭市を除く胆振

管内２市７町で構成される第 10 採択地区に所属しております。 

 この度、室蘭市より、平成 31 年度より単独採択から共同採択への見直しを図ることとし、

第 10 採択地区に加入したいとの申し出が、第 10 採択地区協議会へされましたことから、

伊達市教育委員会としての意見を提出することとなりました。 

 伊達市教育委員会として、室蘭市の第 10 採択地区への加入に同意するものとしてよろし

いか、ご協議願います。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第１号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第１号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第１号については、原案のとおり承認されました。 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、平成30年９月伊達市教育委員会・臨時会を閉会いたします。 

 

閉 会 （16時06分） 



平成30年９月 教育委員会 

定例会 会議録 

 

１ 日 時 

        開 会  平成30年９月27日(木) 16時00分 

        閉 会  平成30年９月27日(木) 16時28分 

 

２ 場 所 

 

        市役所第２庁舎 会議室１ 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        学校教育課長     安 藤   隆 

        指導室参事      永 井   修 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       竹 迫 知 美 

         

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

    教育長 影 山  則 

    委 員 菊 地 裕 子  
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開 会 （16時00分） 

◎影山教育長 

 ただいまから、平成30年９月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は、菊地委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は、お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は、議案第１号から報告第１号までの３案件です。 

お手元に配付した議事日程のとおり進め、その後、各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

 それでは、議案第１号について、指導室参事から提案理由を説明いたします。 

◎永井指導室参事 

議案第１号「伊達市いじめ防止基本方針の一部改訂について」、ご説明いたします。 

今回の改訂につきましては、平成 29 年３月に国が示す「いじめの防止等のための基本的

な方針」の改訂、および、平成 30 年３月に「北海道いじめ防止基本方針」の改訂が行われ

たことから、その趣旨を踏まえ改訂するものです。 

 主な改定内容についてのみ、骨子案をもとに基本方針のページを示しながら説明いたし

ます。 

 大きな１点目は、「いじめの定義」と「いじめの解消」についての改訂です。基本方針で

は２ページから３ページとなります。 

まず、いじめの定義について、「けんかやふざけあい」についても調査の対象とし、記載

を改めております。 

次に、「いじめの解消」については、これまで表記はありませんでした。今回の改定では、

解消している状態と認められるための２つの要件を追記しております。本基本方針では、

国や道の方針に従い「いじめに係る行為が少なくとも３か月止んでいる状態」とし、また、

「被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと」、としております。 

 ２点目は、学校の責務についてでございます。基本方針では、７ページからとなります。 

 まず、学校で策定する「学校いじめ防止基本方針」において盛り込むべき内容の追加に

ついてです。 

 追加して盛り込むべき主な内容といたしましては、「いじめ防止に向けた指導内容のプロ

グラム」「対処に関するマニュアル」等としております。 

 次に、学校で取り組むべきことといたしまして、「達成目標の設定および学校評価の評価

項目に位置付けること」「学校の方針を学校ホームページ等に掲載するとともに、年度初め

に児童生徒や保護者、学校運営協議会等に説明を行う」ことについて、追記しております。 

 ３点目は、（３）いじめの未然防止に関する取組についてです。基本方針では７～８ペー

ジとなります。 

 （３）に、⑧「特に配慮が必要な児童生徒」に関する支援や指導について、文言を加え

ております。特に配慮が必要な児童生徒としては、骨子案に記載いたしましたが、障がい

のある児童生徒や帰国子女、いわゆるトランスジェンダーに該当する児童生徒などとなり

ます。 

 様々な場合が想定されるため、方針本文においては、「特に配慮が必要な児童生徒」とい

う文言で表現をしております。 

 ４点目は、（６）いじめの対処についてです。基本方針では 11 ページとなります。 

 先に説明いたしました「いじめの解消」について明記したことから、いじめの対処の流
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れに関わって、「⑥いじめ解消までの指導」を追加いたしました。 

 ５点目は、「６ 保護者の責務」についてです。基本方針では 13 ページとなります。 

 （１）未然防止に関する取組について、⑥⑦⑧を、道の基本方針に沿って追加しており

ます。 

 最後に、「８ 重大事態への対処」についてでございます。基本方針では 15 ページとな

ります。 

 昨年、本市において「いじめ重大事態調査委員会規則」が制定され、また国から「いじ

めの重大事態に関するガイドライン」が示されたことから、それらに伴って文言を整理い

たしました。 

 また、16 ページ（５）再調査については、「伊達市いじめ重大事態再調査委員会条例」

が９月の第３回定例議会において可決されましたことから、記載を加えたものでございま

す。以上が、主な改定の内容となります。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第１号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第１号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第１号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第２号について、図書館長から提案理由を説明いたします。 

◎竹迫図書館長 

 議案第２号「伊達市立図書館運営基本方針（案）について」、ご説明いたします。 

４月に行われました委員協議会及び５月の教育委員会定例会で審議いただきまして、７月

からパブリックコメントを行いました。パブリックコメントを行った結果、１件の意見が

出されました。内容につきましては、図書館全面禁煙して欲しいという要望でしたので、

図書館はすでに全面禁煙しておりますことから、その旨をご説明しホームページで意見公

募の結果について公表したところです。 

 一連の流れを踏まえまして、改めて伊達市立図書館運営基本方針について諮るものです。 

内容につきましては、１ページにおきまして、図書館がおかれております現状やこの度、

伊達市立図書館運営基本方針を策定するに至った経緯について記載しております。 

２ページにつきましては、伊達市立図書館の概要・現状について記載しております。 

４～５ページにつきましては、伊達市立図書館あり方検討委員会の概要と提言内容につ

いて記載しております。 

６ページでは伊達市立図書館運営協力会が有識者や読書活動団体、公募により参加した

市民により構成され、その組織のなかで図書館がどのような方向に目指すべきかを平成 19

年から検討していただいており、活動内容や主な提言内容について記載しております。 

７ページにつきましては、伊達市子どもの読書活動推進計画は平成 28 年度からの計画と

なっており、基本目標、推進方策について記載しております。 

８ページ以降に伊達市立図書館運営基本方針について記載しております。方針の体系と

しては３本から構成され、基本目標は記載しております分野ごとに定め、最終的に 31 本の
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施策内容について定めております。詳細につきましては10ページと11ページになります。 

12 ページは伊達市立図書館運営基本方針の実践にあたって、どのような取組が必要かと

いった内容について記載しております。 

今回の大きな変更点としては、市の総合計画に併せて西暦と和暦の表記を統一しており

ます。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第２号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第２号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第２号については、原案のとおり承認されました。 

 それでは、報告第１号について、指導室参事から説明をお願いいたします。 

◎永井指導室参事 

 報告第１号 「平成 30 年度全国学力・学習状況調査の伊達市における調査結果について」

をご説明いたします。 

 このことについて、別冊でお配りいたしました「平成30年度全国学力・学習状況調査調

査結果のポイントについて」をご覧ください。 

 まず、１ページをご覧ください。こちらには、調査の概要を示ししております。平成30

年度は、理科についても実施される年となっており、国語AB、算数（数学）AB、理科の３

教科について実施しました。 

 次に、２ページをご覧ください。ここからは、結果の概要について示ししております。 

 なお、過度な競争を避ける意味で、昨年度より国から示された都道府県・市町村結果は

整数値で示されております。 

 まず、小学校ですが、すべての教科において北海道の平均を上回り、国との比較でも国

語Ａ、国語Ｂ、理科で上回っております。算数でも、平均正答数でみても分かりますよう

に、全国平均程度の結果となりました。 

 また、中学校では、すべての教科においては、全国平均には満たないものの、ほぼ全国

平均程度と同様の結果となりました。ただし、国語ＡＢ、理科については、北海道の平均

正答率を下回っております。 

 ３ページには、平均正答率の全国との差をグラフで結果をお示ししております。 

 ４ページでは、併せて行っております「児童生徒質問紙調査」および「学校質問紙調査」

の結果から特筆すべきものを掲載しております。 

 児童生徒質問紙調査結果から、中学校で改善が見られたものの、本市の児童生徒が全国

に比べ１時間以上勉強する子の割合が低く、テレビやゲームに費やす時間が多いことが見

受けられました。 

 ５ページ以降は、各教科に関する調査の結果をお示ししております。 

 ここでは、特に全国の正答率の下位層（約25％程度）に占める割合と本市における下位

層に占める割合の比較などをお示ししております。 

 小学校算数Ａ（７ページ）、中学校国語Ａ・Ｂ（９～10ページ）では、下位層に占める
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割合が全国に比べ高くなっていることが分かります。 

 それ以外では、下位層に占める割合が低く、中間層から上位層にかけての割合が高くな

っていることが分かります。 

 昨年度に比べ、下位層に占める割合は、小学校においてすべての教科で少なくなるなど、

昨年度に引き続きかなり改善した結果となっております。 

 13ページ以降は、児童生徒質問紙調査結果を、チャート図で示ししております。 

 ここからも、学校外での学習時間が短く、中学校においては、自分で計画を立てて学習

をする習慣が身に付いていないことが見受けられます。 

 15ページでは、地域での生活の状況についてお示ししております。 

 家族とのかかわりは多い反面、地域行事への参加やボランティア活動に関する関心が低

いことが見受けられます。 

 16ページでは、自尊意識・規範意識についての結果をお示ししております。 

 中学校では将来の夢や目標をもつことについて改善が見られました。反面、小中ともに、

自尊心や規範意識が低い傾向が見受けられました。 

 また、クロス集計結果も添付しております。 

 こちらは、質問紙により回答した児童生徒の学力との相関関係をお示ししたものとなっ

ており、どのような状況・状態の子が、学力が高いまたは低い傾向にあるか、という分析

結果となっておりますので、ご覧いただければと思います。 

 なお、こちらは、公表前の結果となっております。 

 今後、準備が整い次第、市のホームページ等で公表していくこととなります。 

 以上、平成30年度全国学力・学習状況調査の報告とさせていただきます。 

◎影山教育長 

 報告第１号について、質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 この結果は最終的には市民ではなく学校に公表しますか。 

◎永井指導室参事 

 学校にも公表しますし、伊達市のホームページにおいて市民にも公表します。学校ごと

の数値は公表せず、伊達市全体の数値を公表します。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 報告第１号については、報告として受理することとします。 

次に、各課からの事業報告があります。 

〔各課から事業報告を行った。〕 

◎影山教育長 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、平成30年９月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （16時28分） 



 

平成30年10月 教育委員会 

定例会 会議録 

 

１ 日 時 

        開 会  平成30年10月25日(木) 16時30分 

        閉 会  平成30年10月25日(木) 17時18分 

 

２ 場 所 

 

        だて歴史の杜食育センター 研修室１ 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        教育部参与      櫻 井 貴 志 

        学校教育課長     安 藤   隆 

        指導室参事      永 井   修 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       竹 迫 知 美 

        食育センター参事   代 田 顕 靖 

         

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

    教育長 影 山  則 

    委 員 早 瀬 芳 宏  
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開 会 （16時30分） 

◎影山教育長 

 ただいまから、平成30年10月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は、早瀬委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は、お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は、議案第１号の１案件です。 

お手元に配付した議事日程のとおり進め、その後、各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

 それでは、議案第１号について、学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎安藤学校教育課長 

議案書は 1 ページ及び別冊でお配りした資料をご覧ください。それでは、「教育委員会の

点検・評価について」ご説明いたします。 

内容については、９月に実施した委員協議会で説明しましたので、詳細は省略しますが、

50 ページ以降に、葛西伊達市校長会会長、山木伊達市ＰＴＡ連合会会長、小林社会教育委

員の会議長の３名の方の外部評価内容を追加掲載しておりますので、ご確認いただければ

と思います。３名とも大筋肯定的なご意見となっております。 

最後に、今後のスケジュールですが、本教育委員会定例会にて議決されたのち、12 月に

伊達市議会へ提出するとともに、広報だて１月号へ掲載する予定となっております。以上、

議案第１号の説明となります。 

◎影山教育長 

 議案第１号について、質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 51 ページの６行目にＩＣＴ環境整備の充実について指摘されております。今後、どのよ

うな対応を考えておりますか。 

◎櫻井参与 

 大滝小学校でタブレットを導入させていただいていることから、大滝小学校の活用状況

を踏まえて、各学校のパソコンの更新時期に併せてタブレットの導入を検討していきたい

と考えております。ただ、その時に WiFi 環境整備も検討しなければならないので、予算等

も勘案しながら検討していきたいと考えております。 

◎平田委員 

 53 ページの図書館登録者数は増加していますが、年間貸出数は減少しています。このこ

とについては原因を把握されておりますか。 

◎竹迫図書館長 

 登録者が増加している要因としましては、生年月日から推測して亡くなられている可能

性が高い人や長期間利用されていない人がそのまま登録されていることが原因となってお

り、近いうちに何らかの形で確認して整理していきたいと考えております。 

 また、利用者増加に向け、来年度に幼稚園、保育所等に対しＰＲを進め、大型絵本や布

絵本もありますので、その点についても併せてＰＲを進めていきたいと考えております。 

◎菊地委員 

 コミュニティ・スクールが導入され、その活動状況があまり見えてこない部分もあるの

で、コミュニティ・スクールの活動状況について、報告できる場や課題点等の情報交換で

きると良いと思います。 
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◎櫻井参与 

 昨年度の活動状況については、すべての委員に対し、他の学校のコミュニティ・スクー

ルの活動内容を紹介し、各学校で作成するコミュティ・スクール通信についてもすべての

学校に情報提供を行っております。 

◎平田委員 

 指定文化財の保護対策と指定化の推進においては、旧伊達邸跡の国指定化に向けた取組

と考えてよいですか。 

◎山根生涯学習課長 

 ここで、国指定史跡を目指しているものは、旧伊達邸跡、若生貝塚、有珠モシリ遺跡の

３つあります。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第１号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第１号については、原案のとおり承認されました。 

次に、各課からの事業報告があります。 

〔各課から事業報告を行った。〕 

◎影山教育長 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、平成30年10月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （17時18分） 



 

平成30年11月 教育委員会 

定例会 会議録 

 

１ 日 時 

        開 会  平成30年11月22日(木) 16時00分 

        閉 会  平成30年11月22日(木) 16時45分 

 

２ 場 所 

 

        市役所第２庁舎 会議室１ 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 
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    教育長 影 山  則 

    委 員 岩 本 秀 一 
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開 会 （16時00分） 

◎影山教育長 

 ただいまから、平成30年11月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は、岩本委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は、お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は、議案第１号から議案第12号までの12案件です。 

お手元に配付した議事日程のとおり進め、その後、各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

 それでは、議案第１号について、食育センター参事から提案理由を説明いたします。 

◎代田食育センター参事 

 議案第１号「伊達市学校給食施設整備基金条例を廃止する条例」について説明いたしま

す。資料は１ページから４ページまでとなっております。４ページをご覧ください。この

基金条例は学校給食施設の整備をするため基金条例を設置したところでありますが、食育

センターの建設が完了し、当初の目的を達成したことから条例を廃止するものです。なお、

基金残高については旧給食センター施設の解体費用等の財源に全額充当しておりますので

残額はありません。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第１号について、質疑はございませんか。 

◎早瀬委員 

 解体費用にすべて充当したということですか。 

◎代田食育センター参事 

 全額を解体費用に充当しております。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第１号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第１号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第２号について、学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎安藤学校教育課長 

 資料は５ページから 11 ページまでです。それでは、「伊達市立学校通学区域規則等の一

部を改正する規則」について説明いたします。８ページをご覧ください。 

本規則の一部を改正する内容につきましては、２の改正の内容に記載の（１）伊達市立

学校通学区域規則から（７）伊達市総合体育館条例施行規則までの７本の規則を一括して

改正するものであります。これは、平成 31 年４月１日開校予定の「大滝徳舜瞥学校」の設

置、いわゆる義務教育学校の設置に伴い、それぞれ関連する７つの規則の文言修正が必要

となり改正するものであります。改正の概要等、詳細については、３の新旧対照表のとお

りであります。以上、議案第２号の説明となります。 

◎影山教育長 
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 議案第２号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第２号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第２号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第３号から議案第 10 号まで一括して、学校教育課長から提案理由を説明

いたします。 

◎安藤学校教育課長 

 資料は 12 ページから 27 ページまでとなります。議案第３号から議案第 10 号につきまし

ては、改正理由等が同じでありますので、一括して説明いたします。今回の改正につきま

しては、そもそも補助金の交付につきましては、予算の執行にほかならず、この権限は、

地方自治法などで地方公共団体の長の専属的権限とされております。 

また、補助金交付事業を実施するか否かという判断、補助対象者や交付手続の設定等の

行為についても、現実に補助金の交付を決定し、金銭を交付する行為とともに、予算の執

行の一部を成すものとされており、補助金交付要綱を教育委員会告示で定めることは、長

の専属的権限を侵すことになり、不適当であるということであります。 

よって、伊達市長の権限に属する事務の一部を委任する規則にも教育委員会への委任事

項とはなっておりませんので、これまで教育委員会告示で補助金交付基準を定めてきまし

たが、誤った運用をしておりましたので、これを機に本来の形に正すこととしたものであ

ります。なお、これまでの補助金交付基準につきましては、伊達市長が新たに制定するこ

ととなりますので、業務等において特に問題になることはございません。以上、議案第３

から議案第 10 号の説明となります。 

◎影山教育長 

 ただいまの説明に対し、議案第３号から議案第 10 号まで一括して質疑を受けたいと思い

ます。質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 今回の改正は法改正があって行うものですか。 

◎安藤学校教育課長 

 今回、義務教育学校の関係で規則等の改正について市長部局の法制担当部署と協議して

いたところ、教育委員会告示で補助金の交付を行っているのは間違っているのではないか

と指摘されたことから、他も調べたところ全部で８本の教育委員会告示を廃止するもので

す。なお、改めて市長部局で同様のものを制定することになります。具体的な事務の変更

はありません。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 それでは、議案第３号から議案第10号まで、１議案ごとにお諮りいたします。 

議案第３号について、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第３号については、原案のとおり承認されました。 

議案第４号について、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第４号については、原案のとおり承認されました。 

議案第５号について、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第５号については、原案のとおり承認されました。 

議案第６号について、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第６号については、原案のとおり承認されました。 

議案第７号について、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第７号については、原案のとおり承認されました。 

議案第８号について、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第８号については、原案のとおり承認されました。 

議案第９号について、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第９号については、原案のとおり承認されました。 

議案第 10 号について、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第 10 号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第 11 号について、生涯学習課長から提案理由を説明いたします。 

◎山根生涯学習課長 

議案第 11 号「公の施設に係る指定管理者の指定について」説明いたします。資料は 30

ページをご覧ください。伊達市総合体育館をはじめとしたスポーツ施設に関する指定管理

者の指定についてです。スポーツ施設に関しましては、平成 30 年度末で３年間の指定管理

期間の期限が切れることから、平成 31 年度から平成 35 年度までの５年間の指定管理者を

新たに選定するものであります。資料は 31 ページをご覧ください。指定管理をするスポー

ツ施設の概要について記載しております。32 ページをご覧ください。指定管理者の募集に

ついてですが、伊達市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例第２条第１項

の規定に基づき、公募により募集を行いました。募集の結果、１団体が候補者として申請

があり、平成30年11月13日に伊達市スポーツ施設指定管理者候補者選定委員会において、
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審査を行った結果を 32 ページから 33 ページまで掲載しており、配点合計が６割以上とい

う基準を満たしていますことから、候補者を選定いたしました。候補者につきましては、

特定非営利活動法人伊達市体育協会及び株式会社道南スコーレ共同事業体です。今後、12

月市議会定例会に上程し議会の承認を受ければ、市長から指定されるものです。 

併せて、だて歴史の杜カルチャーセンターについても指定管理者の指定を行っておりま

す。期間については、平成 31 年度から平成 35 年度までの５年間となっております。公募

の結果、１事業者から応募がありました。35 ページをご覧ください。カルチャーセンター

の概要を記載しております。平成 30 年 11 月 13 日に指定管理者選定委員会を開催し、37

ページの記載のとおり評価を行った結果、配点合計が６割以上という基準を満たしていま

すことから、応募者を候補者と選定いたしました。候補者につきましては、株式会社伊達

観光物産公社です。同様に、12 月市議会定例会に上程し議会の承認を受ければ、市長から

指定されるものです。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第 11 号について、質疑はございませんか。 

◎菊地委員 

 審査員は市民２名と市職員３名の５名となっていますが、今後、市民の代表者数を増や

すことはできないですか。 

◎山根生涯学習課長 

 伊達市で行っている指定管理者の制度は、伊達市公の施設の指定管理者の指定の手続等

に関する条例で決まっておりますので、指摘のあった点については確認したいと思います。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第 11 号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第 11 号については、原案のとおり承認されました。 

 それでは、議案第 12 号について、学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎安藤学校教育課長 

 議案第 12 号「平成 30 年度伊達市一般会計補正予算（教育費関係予算）について」説明

いたします。資料は 38 ページから 40 ページまでとなります。資料 40 ページをご覧くださ

い。「（仮称）おおたき義務教育学校設立準備事業」につきましては、財源内訳を変更する

補正であります。大滝徳舜瞥学校の設置に伴い、校舎の改修工事や駐車場の増築工事等を

今年度実施してきましたが、すべての工事が終了し、工事請負費が確定したことに伴い、

財源内訳の補正をするものです。内容は、地方債であります過疎対策事業債を 300 千円増

額し、それに伴い一般財源が３００千円減額となるというものであります。以上で、議案

第 12 号「平成 30 年度伊達市一般会計補正予算（教育費関係予算）」の説明となります。 

◎影山教育長 

 議案第 12 号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第 12 号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第 12 号については、原案のとおり承認されました。 

次に、各課からの事業報告があります。 

〔各課から事業報告を行った。〕 

◎影山教育長 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、平成30年11月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （16時45分） 



 

平成30年12月 教育委員会 

定例会 会議録 

 

１ 日 時 

        開 会  平成30年12月13日(木) 16時30分 

        閉 会  平成30年12月13日(木) 17時07分 

 

２ 場 所 

 

        市役所 ２階会議室Ａ・Ｂ 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        教育部参与      櫻 井 貴 志 

        学校教育課長     安 藤   隆 

        指導室参事      永 井   修 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       竹 迫 知 美 

        食育センター参事   代 田 顕 靖 

         

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

    教育長 影 山  則 

    委 員 平 田 賢 弘 
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開 会 （16時30分） 

◎影山教育長 

 ただいまから、平成30年12月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は、平田委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は、お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は、議案第１号から報告第２号までの、以上３案件です。 

お手元に配付した議事日程のとおり進め、その後、各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

なお、報告第２号につきましては人事などに関する案件ですので、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第14条第７項の規定により非公開として進めたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 それでは、議案第１号について、指導室参事から提案理由を説明いたします。 

◎永井指導室参事 

 議案第１号「平成30年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査「北海道版結果報告書」

への市町村別結果の掲載同意について」でございます。 

資料につきましては、１ページから３ページとなります。 

平成30年10月16日付けで北海道教育委員会教育長から、本調査結果の「北海道版結果報

告書」への市町村別結果の掲載についての可否を求められましたので、これについて同意

したいというものでございます。 

なお、現在のところ本調査についての調査結果は届いておりません。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第１号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第１号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第１号については、原案のとおり承認されました。 

 それでは、報告第１号について、教育部長から説明をお願いいたします。 

◎金子教育部長 

 それでは、報告第１号「平成 31 年度教育行政推進に関する予算」についてご説明いたし

ます。資料は、４ページから 13 ページとなります。 

 本日ご説明する内容は、予算要求ベースの臨時事業予算のため、企画財政部長及び理事

者査定前の事業内容となっておりますことから、まだ確定されているものではありません。

３月に開催される平成 31 年第１回市議会定例会で可決された後確定されることをご了承

願います。 

 今回予算要求している臨時事業は、学校教育課・指導室関連 65 事業（うち新規 23 事業）、

生涯学習課関連 41 事業（うち新規 20 事業）、図書館 7事業（うち新規 6 事業）、食育セン

ター４事業（うち新規１事業）の計 117 事業（うち新規 50 事業）となっております。全事
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業を説明すると相当時間がかかりますので、主な事業についてのみの説明とさせていただ

きます。 

 まずは、学校教育課・指導室関連ですが資料５ページから８ページとなっており、新規

23 事業、442,411 千円、継続 42 事業、868,241 千円、合計 65 事業、1,310,652 千円となり

ます。 

 ５ページをお開き下さい。事業 No３「黄金小学校・東小学校統合事業」ですが、この事

業は、継続事業となっておりますが、平成 32 年度に予定している黄金小学校と東小学校の

統合準備協議会に係る経費及び校舎を増改築するための経費となっております。 

 ６ページをご覧ください。事業 No24「東小学校校舎長寿命化改修工事実施設計業務委託

料」ですが、東小学校の校舎増改築が完成した後、引き続き既存校舎の改修を長寿命化改

良事業で実施するため実施設計委託及び耐震度調査委託となっております。 

 事業 No28「大滝徳舜瞥学校改修工事」ですが、来年度から開校する大滝徳舜瞥学校につ

いては本年度増改築工事を実施しましたが、外壁・屋根の老朽化が著しいことから改修に

係る経費として計上しております。 

 ５ページにお戻りください。大滝徳舜瞥学校については、国際理解教育を特色ある学校

づくりとして位置づけていることから、その充実を図るために、事業 No17「大滝徳舜瞥学

校イングリッシュキャンプ運営経費」を計上しております。 

 ７ページをご覧ください。事業 No51「伊達中学校バリアフリー改修工事」ですが、来年

度、車いすを利用する生徒が入学することにより、伊達中学校がバリアフリー対応となっ

ていないため、車いす対応トイレ及びスロープを設置する経費となっております。 

 次に、生涯学習課関連ですが資料９ページから 11 ページとなっており、新規 20 事業、

276,028 千円、継続 21 事業、291,362 千円、合計 41 事業、567,390 千円となります。 

 10 ページをお開き下さい。事業 No18「若生２遺跡発掘調査事業」ですが、伊達２号幹線

下水道工事を実施するにあたり、工事範囲に若生２遺跡が存在するため、工事前の記録・

保存に要する発掘調査に係る経費となっております。 

 事業 No25 から No32 までの８事業については、来年４月オープンするだて歴史文化ミュ

ージアムの施設維持に係る経費のほか平成 31 年度中に開催する特別展に係る経費となっ

ております。特別展の概要については事業内容をお読みください。 

 次に、図書館関連ですが資料 12 ページとなっており、新規６事業、25,521 千円、継続

１事業、7,059 千円、合計７事業、32,580 千円となります。 

 事業 No５「図書館増改築基本設計業務委託」ですが、本年９月に策定した「伊達市立図

書館運営基本方針」を実施するために課題となっているハード面、また、施設の老朽化に

よる改修が必要となっており、財政的な見通しが立った段階で速やかに増改築事業が実施

可能となるよう基本設計を行う経費となっております。基本設計を行う際に耐震強度測定

も必須となることからその経費も併せて計上しております。 

 次に、食育センター関連ですが資料 13 ページとなっており、新規１事業、13 千円、継

続３事業、377,071 千円、合計４事業、377,084 千円となります。 

 新規事業として掲載しております事業 No４「アレルギー対応連絡協議会経費」について

は、本年 11 月から実施している食物アレルギー対応代替給食提供にあたり組織した協議会

の開催経費となっております。当初予算に計上したのが平成 31 年度からなので新規事業と

なっておりますが、実際は平成 30 年度から開催しております。 

 以上が教育行政推進に関する予算のうち臨時事業として予算要求している事業の説明と
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なりますが、最初にもご説明いたしましたが企画財政部長及び理事者査定前の予算要求金

額となっていますことから、最終的には平成 31 年第１回市議会定例会で議決された後確定

されることとなります。確定された事業については、来年４月の教育委員会定例会でご報

告する予定となっております。以上で説明を終わります。 

◎影山教育長 

 報告第１号について、質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 ８ページの事業 No59「情報教育推進事業」ですが、金額が大きくなった理由は何かあり

ますか。 

◎安藤学校教育課長 

 リース契約の更新時期を迎えることから、新たにタブレットを導入する経費となってお

ります。 

◎早瀬委員 

 10 ページの事業 No30「ミュージアム特別展等開催経費」ですが、どのような内容を行い

ますか。 

◎山根生涯学習課長 

 市民に作品の制作から完成までの過程を観てもらうこと、最終的には、完成した作品を

市に帰属させる経費も含んでおります。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 報告第１号については、報告として受理することとします。 

 

報告第２号の非公開案件は，受理される。 

 

◎影山教育長 

次に、各課からの事業報告があります。 

〔各課から事業報告を行った。〕 

◎影山教育長 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、平成30年12月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （17時07分） 



 

平成31年１月 教育委員会 

定例会 会議録 

 

１ 日 時 

        開 会  平成31年１月24日(木) 16時00分 

        閉 会  平成31年１月24日(木) 16時50分 

 

２ 場 所 

 

        市役所第２庁舎 会議室１ 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        教育部参与      櫻 井 貴 志 

        学校教育課長     安 藤   隆 

        指導室参事      永 井   修 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       竹 迫 知 美 

        食育センター参事   代 田 顕 靖 

         

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

    教育長 影 山  則 

    委 員 菊 地 裕 子 
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開 会 （16時00分） 

◎影山教育長 

 ただいまから、平成31年１月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は、菊地委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は、お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は、議案第１号から報告第３号までの、以上５案件です。 

お手元に配付した議事日程のとおり進め、その後、各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

なお、報告第２号及び報告第３号につきましては人事などに関する案件ですので、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第７項の規定により非公開として進めたいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 それでは、議案第１号について、学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎安藤学校教育課長 

議案書は１ページとなります。別冊でその他に教育振興基本計画の原本と概要版の２種

類をお配りしております。 

それでは、議案第１号「第２次伊達市教育振興基本計画（案）」についてご説明申し上げ

ます。第２次教育振興基本計画（案）につきましては、昨年の８月９日に開催しました「委

員協議会」や11月26日に実施しました市の庁内会議である「経営会議」において協議を行

い、その後、12月開催の伊達市議会総務文教常任委員会における所管事務調査の中で、本

計画について説明しております。 

また、本日、机上に追加で配付させていただきましたが、12月10日から１月15日の期間

において、市民参加条例に基づくパブリックコメントを実施し、その結果、１名の市民か

ら３件の意見等が出されたところでありますが、いずれも「その他の意見」・「今後の参考

として伺ったもの」として処理しております。 

以上の経過を経て、第２次教育振興基本計画がまとまったところであります。詳細のご

説明は省略しますが、先ほど説明しました委員協議会の開催以降、一部修正を加えた箇所

等がございますので、その点についてご説明いたします。 

修正箇所の１点目につきましては、表紙の次のページの「はじめに」であります。菊地

委員から「進取の精神」の内容を盛り込むべきとのご意見をいただきましたので、６行目

以降の段落全体を見直した上で、現在の内容に修正しております。 

その他につきましては、義務教育学校の関係による文言修正や全般にわたり誤字・脱字

等を確認するとともにレイアウトなど全体的に見やすく校正したところであります。 

また、37 ページ以降になりますが、資料編として、本計画に関する提言書、第１次の教

育振興基本計画における総括評価であります、「業達成度評価調書」を資料として追加して

おります。 

最後に、今後のスケジュール等ですが、２月 21 日に総合教育会議の開催を予定しており、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３に基づき、本計画を「伊達市の教育

の大綱」に位置付けることを考えております。 

また、頭出しとなりますが、３月の定例会において、平成 19 年 11 月に策定し、ご承認

をいただいた「伊達市立小中学校適正配置基本方針及び実施計画」の廃止に伴う議案上程
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を予定しております。この件につきましては、第２次教育振興基本計画 23 ページになりま

すが、「学校再編等の推進」の中で、今後の統廃合の考え方を示しておりますので、これま

での基本方針や実施計画は、廃止するというものであります。以上、議案第１号の説明と

なります。よろしくお願いいたします。 

◎影山教育長 

 議案第１号について、質疑はございませんか。 

◎平田委員 

 「ふるさと創生教育の推進」の中の「だて学」は目玉事業でありますが、目標設定にお

いて最終目標が 70％と控えめな数字ではありませんか。 

◎永井指導室参事 

 今までの全国学力・学習状況調査の結果も踏まえ、現実的な目標を設定しております。 

◎菊地委員 

 パブリックコメントの回答は、本人に対し説明し了解を得ておりますか。 

◎山根生涯学習課長 

 質問された方に説明し、了解を得ております。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第１号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第１号については、原案のとおり承認されました。 

 それでは、議案第２号について、指導室参事から提案理由を説明いたします。 

◎永井指導室参事 

それでは、議案第２号「伊達市立学校教育実践表彰規程に基づく被表彰者の決定につい

て」説明いたします。議案書は４ページ及び５ページをご覧ください。 

伊達市立学校教育実践表彰規程に基づき平成30年度の被表彰者につきましては、伊達市

立大滝中学校及び大滝小学校について校長会から推薦があったため表彰したいというもの

でございます。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第２号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第２号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第２号については、原案のとおり承認されました。 

 それでは、報告第１号について、教育部長から説明をお願いいたします。 

◎金子教育部長 
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それでは、報告第１号についてご説明いたします。議案書は６ページから 15 ページまで

となります。今回の資料は、予算内示がされた臨時事業の内容となっております。 

 予算要求の概要については、12 月定例会議の時にご説明いたしましたので、要求時から

査定後に変更になった事業のみについて説明することといたします。 

 まず初めに平成 31 年度の伊達市全体の予算編成状況についてご説明いたします。平成

31 年度は、統一地方選挙のため骨格予算となっており、年間を通じての財政運営の見通し

を立てるため、査定は通年ベースで行われています。予算規模は、前年度当初より約 10

億円増の 189 億 7 千万円となっています。一般財源ベースでの予算収支は、要求段階で約

17 億３千万円の財源不足となっており、臨時事業、経常経費の予算査定及び財源調整が終

了し、内示段階で約８億５千万円、骨格予算ベースで約８億円の財源不足となっておりま

す。これらの不足分については財政調整基金からの取り崩しを見込んでおります。したが

って、教育委員会からの要求に対しても査定の結果事業の先送りや経費の見直し、６月補

正対応により要求額に対して満額の回答は得られませんでした。 

 それでは、学校教育課・指導室についての事業から説明いたします。議案書７ページを

お開き下さい。 

 No１「教職員住宅除却事業」の事業費が０円査定とされています。これは、大滝区本町

の教職員住宅１棟の解体経費でしたが、財源不足により先送りになりました。 

 No３「黄金小学校・東小学校統合事業」については、要求ベースで 433,918 千円要求し

ておりましたが、東小学校の増築分と黄金小学校のウッドコミュニケーション構造物撤去

工事については、工事請負費として小学校管理費に計上され、８ページ事業 No 欄に「分割」

と網掛けされている項目に分けられました。事務局費では除雪回数や、廃棄物運搬用トラ

ックの借り上げ回数の見直しにより若干の減額となっておりますが小学校管理費では、工

事管理費を計上漏れしていたため増額となっており、総額 445,651 千円で 11,733 千円の増

額となっています。 

 事業 No６「教育長専用公用車購入経費」については、見送りとなり０円査定となってお

ります。 

議案書８ページをお開き下さい。事業 No18「学校維持管理費（伊達西小学校プール用機

材交換修繕）」については、修繕せず平成 30 年度と同様の対応を行うこととなったため０

円査定となっております。今後のプール利用については、学校、ＰＴＡと協議し、平成 32

年度からは市民プールを利用する対応としました。 

 議案書９ページをお開き下さい。事業 No48「伊達中学校外壁改修工事」、事業 No49「光

陵中学校外壁改修工事」については、現在策定中の長寿命化計画に併せて年度計画的に実

施していくこととなり、平成 31 年度については０円査定となりました。 

 事業 No38「児童用図書購入費」及び議案書 10 ページの事業 No58「生徒用図書購入費」

については、例年ベースの査定額となり、児童用図書購入費で 1,256 千円の減額、生徒用

図書購入費で 867 千円の減額となっております。 

 次に生涯学習課についての事業となります。議案書 11 ページをお開き下さい。 

 事業 No４「旧志門気集会所解体工事」ですが、昨年同様事業先送りにより０円査定とさ

れました。 

 議案書 12 ページをお開き下さい。事業 No35「カルチャーセンター受電設備他更新工事」

については、事業先送りとなり０円査定となっております。 

 議案書 13 ページをお開き下さい。事業 No40「その他体育施設管理経費」及び事業 No41
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「まなびの里サッカー場人工芝フェンス嵩上げ工事」については、事業見送りにより０円

査定となっております。 

 次に図書館についての事業となります。議案書 14 ページをお開き下さい。事業 No１「図

書館運営管理費」については、視聴覚室を常時開放できるようにするための防犯カメラの

設置経費及び車いすの購入経費を要求しておりましたが０円査定となっております。 

 事業 No２「図書館資料整備経費」については、図書資料の充実を図るため必要な経費を

予算要求しておりましたが平成 30 年度と同額の査定結果となっており、事業 No３「図書

資料整備経費」で要求しておりました英語絵本及び大活字本整備経費も含めて実施する査

定となりました。 

 事業 No４「図書館情報システム更新事業」については、当初図書館情報システムを一括

購入する負担金を要求しておりましたが、備荒資金を活用した購入に変更になったため負

担金が減額になったことにより 5,486 千円の減額となりました。 

 事業 No６「図書館水道管布設替え工事」については、事業見送りにより０円査定となっ

ております。 

 事業 No７「図書館重油地下タンク補修工事」については、事業 No５「図書館増改築基本

設計業務委託」で実施する結果により検討することとなったため０円査定となっておりま

す。 

 最後に学校給食センターに関する事業になります。議案書 15 ページをお開き下さい。学

校給食に係る予算については、要求通り満額で査定されております。 

 次に６月補正予算対応となった事業は、議案書８ページ事業 No24「東小学校校舎長寿命

化改修工事実施設計業務委託料」、議案書９ページ事業 No47「伊達中学校校舎等暖房設備

改修工事実施設計業務委託料」、議案書 14 ページ事業 No５「図書館増改築基本設計業務委

託」の３事業となっております。 

 以上で予算内示後の臨時事業についての説明となりますが、３月に開催される第１回定

例市議会で可決された後確定となります。以上で説明を終わります。 

◎影山教育長 

 報告第１号について、質疑はございませんか。 

◎早瀬委員 

 伊達小学校体育館改築工事については現在建設しておりますが、平成 31 年度はどのよう

な工事を行いますか。 

◎安藤学校教育課長 

 継続事業となっており、体育館改築に伴う工事費及び現在の体育館の解体経費、仮設廊

下の建設経費となっております。 

◎平田委員 

 議案書８ページ事業 No21 と議案書９ページ事業 No44 体育館電球交換業務委託は電球を

LED 化する経費ですか、それとも電球交換する経費のどちらになりますか。 

◎安藤学校教育課長 

 昇降式になっていない体育館の電球を交換する経費となっております。 

◎平田委員 

 伊達小学校の体育館について、PCB の問題はクリアされておりますか。 

◎安藤学校教育課長 

 すべて対応済みとなっております。 
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◎早瀬委員 

 すべてＬＥＤ化に改修すれば、交換する委託料をかからなくなるのではないですか。 

◎安藤学校教育課長 

 教室も含め改修すると改修工事費が相当大きくなることから、改修計画をたてながら進

めていきたいと考えております。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 報告第１号については、報告として受理することとします。 

 

報告第２号の非公開案件は，受理される。 

 

報告第３号の非公開案件は，受理される。 

 

◎影山教育長 

 次に、各課からの事業報告があります。 

〔各課から事業報告を行った。〕 

◎影山教育長 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、平成31年１月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （16時50分） 



 

平成31年２月 教育委員会 

定例会 会議録 

 

１ 日 時 

        開 会  平成31年２月21日(木) 16時40分 

        閉 会  平成31年２月21日(木) 17時10分 

 

２ 場 所 

 

        市役所 ２階会議室ＡＢ 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        教育部参与      櫻 井 貴 志 

        学校教育課長     安 藤   隆 

        指導室参事      永 井   修 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       竹 迫 知 美 

        食育センター参事   代 田 顕 靖 

         

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

    教育長 影 山  則 

    委 員 早 瀬 芳 宏 
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開 会 （16時40分） 

◎影山教育長 

 ただいまから、平成31年２月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は、早瀬委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は、お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は、議案第１号から議案第９号までの、以上９案件です。 

お手元に配付した議事日程のとおり進め、その後、各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

 それでは、議案第１号について、食育センター参事から提案理由を説明いたします。 

◎代田食育センター参事 

議案書２ページをお開き下さい。「だて歴史の杜食育センター」として平成 30 年１月か

ら運用が開始されましたが、平成 31 年度におきましても、学校給食法に基づく児童生徒の

心身の健全な発達とより良い食生活へ向けた食育の推進を図っていくため、運営にあたり

次の３点を重点項目として定め計画を策定します。 

１点目としましては衛生管理の徹底、２点目としましては食育の充実、３点目としまし

ては地場産物を活用した特色のある給食づくりです。以上の３点を重点項目とし運営にあ

たります。 

次に、議案書３ページ目をお開きください。給食供給計画ですが、完全給食の実施して

いくため、文科省の定めた学校給食の栄養摂取基準量に基づいた献立の作成を行います。 

この栄養摂取基準では、塩分やたんぱく質、各種ビタミン類や食物繊維など 10 項目を超

える詳細な基準があり、それぞれを満たすよう献立作成を行っております。ここでは代表

的な指標としてカロリーを記載しています。 

主食につきましては、ごはんを週３～４回、パンを週１回、麺を月３回程度としており

ます。 

次に給食供給数ですが、毎年作成される 10 月１日現在で定めた学齢児童数に関する報告

書に基づいて提供数を計画しています。 

 伊達市と壮瞥町合わせて 15 校、2,562 名に提供します。この人数は昨年に比べ 70 名の

減となっております。 

続きまして、(3)給食実施期間及び給食費及び給食日数ですが、平成 31 年４月 8 日（月）

から平成 32 年３月 24 日（火）の 210 日間を食育センターの年間稼働日として計画してい

ます。 

各学期の間に長期休業がありますが、この期間中に設備のメンテナンスや調理場全体の

大掃除、除菌・殺菌等も考慮した上で調理場全体の運営計画としています。 

給食費及び給食日数ですが、小学生が１食あたり 243 円で年間 190 食、年額としては

46,170 円です。中学校１・２年生は１食当たり 300 円で年間 192 食、年額としては 57,600

円、中学校３年生につきましては同じく１食当たり 300 円なのですが、年間 180 食と少な

くなりますので、年額は 54,000 円になります。 

続きまして(4)教職員等も含んだ給食費総額及び総食数につきましては、それぞれ記載の

とおりでありますが、ここに記載中の一般試食等というのはＥスプーンを活用した試食数

となります。 

総額１億５千万円弱の給食費を預かりながら食育センターを運営します。説明は以上で

す。 
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◎影山教育長 

 議案第１号について、質疑はございませんか。 

◎菊地委員 

 「防災機能の導入」とはどのようなことですか。 

◎代田食育センター参事 

 食育センターは給食を提供するだけの施設ではなく、緊急時に非常食 3,000 食を３日間

提供する機能も兼ね備えておりますので、その部分を記載しております。 

◎早瀬委員 

 納入率はどのくらいですか。 

◎代田食育センター参事 

 99.5％程度となっております。 

◎平田委員 

 アレルギー食はどのくらい提供しておりますか。 

◎代田食育センター参事 

 平成 30 年 11 月から始まり、40 人程度対応を行っております。アレルギー対応食を提供

しているのは 11～12 人程度、週に２～３日程度提供しております。 

◎平田委員 

 この予算の中に含まれていることで良いですか。 

◎代田食育センター参事 

 そのとおりです。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第１号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第１号については、原案のとおり承認されました。 

 それでは、議案第２号について、生涯学習課長から提案理由を説明いたします。 

◎山根生涯学習課長 

議案書４ページご覧ください。議案第２号「伊達市放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例」の一部改正についてです。内容についてですが、放課後

児童クラブの児童支援員の資格要件に関する改正です。厚生労働省令である「放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準」の改正に準じ、本市においても同様に改正す

るものです。支援員の成り手の確保が困難になりつつある現状において、基準を緩和し、

人材を確保しようとするものです。今回の改正で、教員免許の未更新者や学歴を問わず児

童クラブでの支援補助員で５年以上の経験があれば支援員となることができる道が開けた

というものです。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第２号について、質疑はございませんか。 

◎岩本委員 
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 実際に教員免許を持っていなくて手伝っている方はいますか。 

◎山根生涯学習課長 

 勤務されている方はおります。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第２号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第２号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第３号について、指導室参事から提案理由を説明いたします。 

◎永井指導室参事 

議案第３号「伊達市特別支援教育推進委員会規則の一部を改正する規則」について説明

いたします。議案書10ページおよび11ページをご覧ください。 

改正の趣旨については、伊達市立学校設置条例の改正に伴い、学校の表記の変更等、文

言の整理を行うものでございます。 

主な改正内容につきましては、「小中学校」の表記を「伊達市立学校」に変更、支援部会

に関し、部会員の構成について記載する等の変更となっております。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第３号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第３号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第３号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第４号について、学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎安藤学校教育課長 

議案第４号についてご説明いたします。議案書は 12 ページから 16 ページまでです。議

案第４号につきましては、規程等の一部を改正する訓令で、３つの規程をそれぞれ改正す

るものであります。15 ページ及び 16 ページをご覧ください。先ず１つ目の規定は、「特別

の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程」の一部改正であります。この規定は、

特別の形態によって勤務する必要がある職員の勤務時間等について必要な事項を定めてい

るものであり、改正内容につきましては、小学校及び中学校の規定を削り、本年４月から、

それぞれ開館・開校する「だて歴史文化ミュージアム」及び「義務教育学校」にそれぞれ

勤務する職員の勤務時間等についての規定を追加するというものであります。具体的な改

正内容につきましては、議案説明資料に記載のとおりでありますので、説明は省略させて

いただきます。 

次に、２つ目の規定は、「伊達市立学校通学区域施行規程」の一部改正であります。改正
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内容につきましては、小学校の定義に義務教育学校の前期課程を含ませる文言を加える改

正であります。詳細は、記載のとおりでありますので説明は省略します。 

次に、３つ目の規定は、「だて歴史の杜食育センター運営委員会規程」の一部改正であり

ます。改正内容につきましては、委員の範囲に義務教育学校の代表を加えるほか、所要の

文言を整理する改正であります。以上、議案第４号の説明となります。 

◎影山教育長 

 議案第４号について、質疑はございませんか。 

◎早瀬委員 

 だて歴史文化ミュージアムの職員は新たに採用するのですか。それとも、文化財係が移

動することになりますか。 

◎山根生涯学習課長 

 だて歴史文化ミュージアムの職員は募集もしておりませんし、今後もする予定はありま

せん。人員配置については人事当局と現在協議しております。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第４号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第４号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第５号について、指導室参事から提案理由を説明いたします。 

◎永井指導室参事 

議案第５号「伊達市立学校教育実践表彰規程の一部を改正する訓令」について説明いた

します。議案書は19ページから21ページをご覧ください。 

改正の趣旨については、議案第３号と同様に、伊達市立学校設置条例の改正に伴い、学

校の表記の変更等、文言の整理を行うものでございます。主な改正内容につきましては、

学校に義務教育学校を加えたこと等の変更となっております。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第５号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第５号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第５号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第６号について、教育部長から提案理由を説明いたします。 

◎金子教育部長 

 それでは、議案第６号「平成 30 年度伊達市一般会計補正予算（教育費関係）」について

ご説明いたします。 
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 議案書は 22 ページから 40 ページになります。 

 今回の補正は、事業実績による減額補正が 12 件、燃料費の単価アップによる増額補正２

件、補助金の確定による財源振替２件、寄附金の積み立て１件の計 17 件、18,283 千円の

減額補正となります。 

 それでは 24 ページをお開き下さい。「職員給与費」のうち嘱託、臨時職員賃金等になり

ますが、これは、科学研究費間接経費補助金の増額に伴う財源振替となっており、一般財

源 1,155 千円が科学研究費補助金となったものです。 

 25 ページをお開き下さい。「黄金小学校・東小学校統合事業」になります。これは、統

合準備協議会の出席者の減、児童による東小学校交流事業に係るバス借上料の確定、東小

学校校舎増築のための実施設計業務委託料の確定に伴う 627 千円の減額補正となっており

ます。 

 26 ページをお開き下さい。「（仮称）おおたき義務教育学校設立準備事業」になります。

これは、設立準備当協議会出席者の報償費の減、備品購入費の確定に伴う 1,054 千円の減

額補正となっております。 

 27 ページをお開き下さい。「ネイティブスピーカー（伊達地区）活用事業」になります。

これは、報償費等の額の確定、新規任用者２名の内、帰国された方が１名だったことによ

る旅費の減額等、事業費の確定による 1,451 千円の減額補正となっております。 

 28 ページをお開き下さい。「小学校費 学校維持管理費」になります。これは、燃料費

の単価アップ及び光熱水費や修繕料の執行予定額見込みによる 1,662 千円の増額補正とな

っております。 

 29 ページをお開き下さい。「伊達小学校体育館増改築事業」になります。これは、公立

学校施設整備費国庫負担金の額が確定したことに伴う、国庫補助金、地方債、一般財源の

財源振替となります。 

 30 ページをお開き下さい。「小学校費 教師用コンピューター整備事業」になります。

これは、入札の結果落札減があったため 3,142 千円の減額補正となっております。 

 31 ページをお開き下さい。「小学校費 学校配分経費」になります。これは、総合学習

等で使用するバスの借上の入札結果による落札減に伴う 3,392 千円の減額補正となります。 

 32 ページをお開き下さい。「中学校費 学校維持管理費」になります。これは、燃料費

の単価アップ及び光熱水費や修繕料の執行予定額見込みによる 2,280 千円の増額補正とな

っております。 

 33 ページをお開き下さい。「中学校スクールバス運行経費」になります。これは、有珠・

長和地区スクールバス及び黄金・稀府地区スクールバスについては入札の結果に伴う落札

減、関内地区スクールタクシーについては運行数の減に伴う 5,094 千円の減額補正となり

ます。 

 34 ページをお開き下さい。「光陵中学校排水設備改修工事」になります。これは、入札

の結果に伴う 1,015 千円の減額補正となります。 

 35 ページをお開き下さい。「中学校費 その他学校教育管理経費」になります。これは、

決算見込みによる 880 千円の減額補正となります。 

 36 ページをお開き下さい。「中学校費 教師用コンピューター整備事業」になります。

これは、入札の結果落札減があったため 1,230 千円の減額補正となっております。 

 37 ページをお開き下さい。「中学校費 学校配分経費」になります。これは、総合学習

等で使用するバスの借上の入札結果による落札減等に伴う 1,340 千円の減額補正となりま
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す。 

 38 ページをお開き下さい。「児童生徒文化・スポーツ振興事業補助金」になります。こ

れは、全国規模の競技大会等への出場者が見込みより少なかったことに伴う 3,000 千円の

減額補正となります。 

 39 ページをお開き下さい。「伊達成実生誕 450 年記念能「摺上」上演補助金」になりま

す。これは、道の交付金である「地域づくり総合交付金」が 1,000 千円増額になったこと

に伴い市の補助金が減額となるための減額補正となります。 

 40 ページをお開き下さい。「文化・スポーツ振興基金積立金」になります。これは、だ

て噴火湾アートビレッジ事業に対する大高酵素株式会社よりあった 1,000 千円の寄附を積

み立てるための増額補正となります。以上で説明を終わります。 

◎影山教育長 

 議案第６号について、質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 関内地区のスクールタクシーの運行数が減ったのは児童が減少したことが原因ですか。 

◎安藤学校教育課長 

 年間最大で運行数を見込んでおりましたが、休みにより運行しなかったこともあり、実

績が少なかったものであります。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第６号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第６号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第７号について、生涯学習課長から提案理由を説明いたします。 

◎山根生涯学習課長 

議案書 41 ページです。議案第７号「だて歴史文化ミュージアム条例施行規則」の新規制

定についてです。昨年３月に成立した「だて歴史文化ミュージアム条例」の施行に関し、

必要な事項を定める規則です。本則は 17 条から成り、観覧料、サービス利用料、施設使用

料についての観覧券等の交付や料金の減免、納付、還付について、また、観覧者の遵守事

項や所蔵資料の特別使用や貸し出し等について定めているものです。また、これらの申請

や決定等に係る様式も定めているものです。附則では、関連する２つの規則を改正し、教

育機関としてミュージアムを位置づけ、組織として学芸係を新設し、館長を置くことと規

定しています。また、ミュージアムの事務分掌も定めています。議案書 62 ページに参考と

して、サービス料の額を定める規則案を添付しています。こちらにつきましては、市長部

局の規則で制定することになっております。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第７号について、質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 貸出用のタブレットは何台用意しますか。 
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◎山根生涯学習課長 

 ６台用意します。 

◎平田委員 

 館内はフリーWiFi ですか。 

◎山根生涯学習課長 

 そのとおりです。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第７号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第７号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第８号について、生涯学習課長から提案理由を説明いたします。 

◎山根生涯学習課長 

議案書 64 ページからになります。議案第８号「伊達市教育委員会事務決裁規程」の一

部改正についてです。内容につきましては、ミュージアムの事務について、個別に専決権

者を定めているものです。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第８号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第８号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第８号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第９号について、生涯学習課長から提案理由を説明いたします。 

◎山根生涯学習課長 

議案書 68 ページからになります。議案第９号「伊達市スポーツ施設条例施行規則」の一

部改正ついてです。内容につきましては、昨年３月に伊達市スポーツ施設条例の一部を改

正した際に改正をしておくべきだったものです。条例中の条の廃止により、以降の条項が

繰り上げられたことから、規則の引用条項も条例の条項に合わせ、繰り上げた形に改正す

るものです。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第９号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第９号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第９号については、原案のとおり承認されました。 

 

次に、各課からの事業報告があります。 

〔各課から事業報告を行った。〕 

◎影山教育長 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、平成31年２月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （17時10分） 



[ＨＰ用] 

平成31年３月 教育委員会 

定例会 会議録 

１ 日 時 

        開 会  平成31年３月28日(木) 16時00分 

        閉 会  平成31年３月28日(木) 16時35分 

 

２ 場 所 

 

        市役所第２庁舎２階 会議室１ 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

なし 

 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        教育部参与      櫻 井 貴 志 

        学校教育課長     安 藤   隆 

        指導室参事      永 井   修 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       竹 迫 知 美 

        食育センター参事   代 田 顕 靖 

         

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

        教育長 影 山  則 

        委員  岩 本 秀 一 
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開 会 （16時40分） 

◎影山教育長 

 ただいまから、平成31年３月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は、岩本委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は、お配りしたとおりです。 

 本日の会議に付す事件は、議案第１号から報告第２号までの、以上５案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進め、その後、各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

なお、議案第３号および報告第１号につきましては人事に関する案件ですので、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第14条第７項の規定により非公開として進めたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 それでは、議案第１号について、学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎安藤学校教育課長 

それでは、議案第１号伊達市立学校管理規則の一部を改正する規則についてご説明させ

ていただきます。議案書については１ページから３ページになります。 

今回の規則の一部改正については、伊達市立大滝小学校及び伊達市立大滝中学校の２校

を廃止して、平成 31 年度から義務教育学校を設置することに伴い、所要の改正を行うもの

です。改正内容は、別表（第 6条の２関係）の小学校及び中学校の後に、義務教育学校前

期課程、後期課程の文言をそれぞれ加えるほか、所要の文言修正を行うものであります。

説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第１号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第１号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第１号については、原案のとおり承認されました。 

 それでは、議案第２号について、学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎安藤学校教育課長 

それでは、議案第２号伊達市立小中学校適正配置基本方針及び実施計画の廃止について

ご説明いたします。議案書については４ページ、５ページ及び別冊となります。 

この案件につきましては、平成 19 年 11 月に策定した「伊達市立小中学校適正配置基本

方針及び実施計画」の全部を廃止するというものであります。廃止する理由につきまして

は、本年４月からスタートする「第２次伊達市教育振興基本計画」の中に、「学校再編等の

推進」ということで基本的な考え方を盛り込みましたので、これまでの基本方針及び実施

計画は本年度を持って廃止するというものであります。説明は以上です。 

 

 



 - 2 - 

◎影山教育長 

 議案第２号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

議案第２号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第２号については、原案のとおり承認されました。 

 

 議案第３号の非公開案件は、承認される。 

 

 報告第１号の非公開案件は、受理される。 

 

◎影山教育長 

それでは、報告第２号について、教育部長から提案理由を説明いたします。 

◎金子教育部長 

それでは、報告第２号「平成 31年度伊達市一般会計予算（教育関係予算）」についてご説

明いたします。資料は 33 ページから 61 ページになります。 平成 31 年度予算につきまし

ては、去る３月 18 日閉会した第 1 回市議会定例会にて議決されました。 

 それでは 38ページをお開き下さい。教育費全体の予算は、前年度 1,635,031 千円に対し

本年度 2,312,721 千円となっており 677,690 千円の増額となっております。大きく増額と

なっている理由としては、「伊達小学校校舎増築事業、東小学校校舎等増築事業」に係る

経費を計上したことによるものです。 

 それでは、各項ごとにご説明いたします。「1 項 教育総務費」は、前年度 173,238 千

円に対し本年度 58,848 千円で 114,390 千円の減額となっております。この大きな理由とし

ては、「２目 事務局費」のうち、平成 30 年度に計上した「（仮称）おおたき義務教育学

校設立準備事業」95,637 千円が減額になったことと、「事業細目３ 黄金小学校・東小学

校統合事業」が平成 30 年度と比較して 12,344 千円減額したこととなります。 

 次に 44ページ「２項 小学校費」は、前年度 382,535 千円に対し本年度 1,080,409 千円

で 697,874 千円の増額となっております。この大きな理由としては、先ほど説明したとお

り「1目 学校管理費」のうち、「７ 伊達小学校校舎増改築事業」187,807 千円、「８ 東

小学校校舎等増築工事」438,686 千円などが新規事業として増額となったことによるもの

です。 

次に 48 ページ「３項 中学校費」は、前年度 221,347 千円に対し本年度 318,765 千円で

97,418 千円の増額となっております。この大きな理由としては、「１目 学校管理費」で

平成 30 年度実施した「スクールバス購入費」21,997 千円と「伊達中学校サッカーグラウ

ンド防球フェンス新設工事」26,806 千円が減額となりましたが、平成 31年度では「６ 光

陵中学校暖房設備改修工事」95,440 千円が新規事業として増額となったほか、「２目 教

育振興費」のうち「６ 情報教育推進事業」が平成 30年度 1,546 千円に対し平成 31 年度

33,828 千円と 32,282 千円増額としたことによるものです。 

 次に 50ページ「４項 社会教育費」は、前年度 305,213 千円に対し本年度 310,213 千円
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で 5,235 千円の増額となっております。平成 30 年度で実施した、「シャーマンコレクショ

ン図録増刷事業」5,435 千円、「善光寺再整備事業補助金」7,000 千円、「カルチャーセン

ター大ホール空調更新工事」48,784 千円などが減額となりましたが、「だて歴史文化ミュ

ージアム」が平成 31 年度にオープンすることにより「６目 だて歴史文化ミュージアム費」

のうち「運営管理費」や「特別展開催経費」など昨年より 55,576 千円増額されたことによ

るものです。 

 次に 58ページ「５項 保健体育費」は、前年度 552,698 千円に対し本年度 544,251 千円

で 8,447 千円の減額となっております。 

 ほかにも本年度の新規事業等がありますが、昨年 12月及び本年１月の教育委員会定例会

のなかで臨時事業として説明させていただいておりますので、本日の説明からは省略させ

ていただきます。以上で説明を終わります。 

◎影山教育長 

 報告第２号について、質疑はございませんか。 

◎早瀬委員 

 49ページの情報教育事業の予算ではどのようなことに取り組むのでしょうか。 

◎安藤学校教育課長 

 伊達中学校と光陵中学校の生徒が使うパソコンをタブレットに切り替えるための予算と

なっております。各中学校で使用しているパソコンのＯＳが Windows７であり、サポート

が切れることから、単純にパソコンを更新するのではなく、タブレットに更新を行います。 

◎平田委員 

各学校に wifi は導入されているのですか。 

◎金子教育部長 

 大滝徳舜瞥学校には導入されているのですが、伊達中学校、光陵中学校には導入されて

いませんので、今年度パソコン室を中心に整備する予定です。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 大滝徳舜瞥学校の除雪機は何台購入予定なのですか。 

◎安藤学校教育課長 

 ホイルローダーを１台購入予定です。 

 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

◎平田委員 

 ふるさと創生教育「だて学」推進事業の予算はどのような予算なのでしょうか。 

◎安藤学校教育課長 

 この予算は、市内高等学校でも「だて学」に取り組んでいただけるとのことだったため、

それに伴う支援として、バス代を予算化させていただきました。このバスで善光寺や北黄

金貝塚などに行き、ふるさと創生教育を行っていただくことになります。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

報告第２号については、原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

次に、各課からの事業報告があります。 

〔各課から事業報告を行った。〕 

◎影山教育長 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、平成31年３月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （16時35分） 

 


